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はじめに(問 題の所在)

今 日のわが国において、児童虐待が深刻 な社会問題 として世論の注目を集めていることからも

明らかなように、児童保護、あるいは児童福祉の問題は、現代社会における焦眉の課題のひとつ

である。フランスではこの問題に対 して、中世以来、カ トリック教会などが捨て子の保護 をおこ

なってきたが、19世 紀初頭には早 くも捨て子や貧 しい孤児 を保護する公的扶助 システムが成立

した。さらに19世 紀末 には、 この時期にようや く地歩 を固めた共和政(第 三共和政1870-1940

年)の もとで教育政策 ・社会政策が整備されると同時に、児童保護 に関しても児童労働の規制、

乳幼児の健康保護、家庭内で虐待された子供の保護など、さまざまな施策が打ち出されたのであ

る。

こうした状況 を反映 して、19世 紀 フランスにおける児童保護の歴史は、特 に世紀後半にかけ

て国家の関与が強まるプロセス として叙述 されて きた。たとえばフランス近代史研究の大家であ

るペローは、19世 紀 における児童保護の関心 はまず私的な人々によって表明され、世紀が進む

につれて児童保護法の制定へ と発展 し、子供 をめ ぐる問題 は国家による私生活介入の 「きわめつ

けの領域」 となったと述べている1)。そのため児童保護をめぐる具体的な実践 についても、これ

まで公的扶助のケースが取 り上げられることが多かったように思われる2)。

これに対 して、近年の福祉国家形成史研究においては、国家以外の担い手が福祉 に果た した役

割を重視する傾向がみ られる。たとえばイギリスに関してセインは、家族による福祉や慈善団体

の活動 など、いわゆる 「ボランタリー部門」の役割が、福祉国家が形成される19世 紀末から20

世紀前半においても依然 として重要であったことを指摘 している3)。また、最近のわが国のフラ

ンス史研究 においても、結社(ア ソシアシオン)の 重要性に関心が集 まりつつある4)。以上の研

究状況は、児童保護の歴史 を考察する際 に、国家 レヴェルの政策のみならず、民間レヴェルの活

動 もあとづける必要性を示唆するものといえる。 さらに、このような観点から児童保護の問題 を
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取 り上げることは、これまで初等教育の場合に即 して国家主導的性格が強調されがちであったフ

ランスの子供政策に関して も、新たな視点を提示するものと思われる。

本稿では、公的扶助以外に民間団体などによっておこなわれた児童保護活動 を、 とりあえず

「慈善児童保護事業」 の名称で呼ぶことにす る5)。この事業は目的や対象 とする子供のカテゴリ
ーによってさまざまな形態を取るものであったが、これまで複数の歴史家 によって研究の対象 と

されてきた6)。その中でラプレージュはパ リの捨て子 と孤児の保護に関して、19世 紀半ば以降孤

児院などの 「民間部門secteurprive」 が発展 し、保護する子供の分担などによって公的扶助に対

する補完的役割 を果たしたとする7)。この指摘は児童保護における慈善事業の位置 を示 している

点で興味深いが、そうした補完関係が19世 紀末における児童保護政策の拡大 とどのような関係

に立つのか、そ もそも慈善事業の運営 に何ら問題 はなかったのか といった疑問が残る。こうした

点 を含めて慈善児童保護事業の位置付けをお こなうためには、運営の実態や公権力 との具体的な

関係 にまで踏みこんで考察する必要があろう。

もとより、多様な形で展開された慈善事業をすべてそのような形で検討することは、方法的に

も史料的に もきわめて困難である。そ こで本稿ではとりあえず1881年 か ら翌年にかけて実施 さ

れた、「孤児院及 びその他 の子供向け慈善施設に関する調査Enquetesurlesorphelinatsetautres

etablissementsdechariteconsacresa1'enfance」(以 下 「1881年調査」 と略記)の 分析を通 じて、上

記の課題に取 り組みたい。この調査は議会(上 院)で の児童保護法案の検討の際の情報収集を目

的として実施 された もので、孤児院をは じめ とする全国の児童保護施設の数や規模、活動内容、

子供の状況 などに関する13の 質問か ら構成 されている。その回答結果は後に議会報告 としてま

とめられたが、報告者自身、多 くの不備や欠落があることを認めている8)。したがって、分析に

は慎重を期 さねばならない。とはいえ、フランスにおけるこの種の慈善事業に関する初の公式調

査であ り、本稿の考察にとって重要な手がか りを与えるものと考える。本稿ではこの調査 を中心

史料 とし、前年 に監獄総協会Societegeneraledesprisonsが おこなったより小規模の調査(以 下

「監獄総協会調査」 と略記)9)な どでデータを補 うことにする。

以下、児童保護施設の設立状況、運営の実態、公権力 との関係の順に論 を進めてい くことにす

る。なお、本稿 はあ くまでも上記の研究課題に対する試論の域 にとどまるものであることを、あ

らかじめお断 りしてお く。

1児 童保護施設の設立

冒 頭 に て 述 べ た よ うに 、 フ ラ ンス で は1811年 の 政 令decretに よ っ て 、 捨 て 子 や 貧 困 孤 児 に対

す る公 的 扶 助 シス テ ム(「 児 童 扶 助 業 務servicedesenfantsassist6s」 と呼 ば れ る)が 形 成 さ れ た 。

こ れ に対 し て 、 慈 善 児 童 保 護 事 業 は どの よ う な形 で 設 立 さ れ た の だ ろ うか 。

1881年 調 査 に よ れ ば 、 当 時 の フ ラ ンス にお い て 「子 供 の保 護garde育 成educationに た ず さわ る

慈 善 団体 、 事 業 、 あ るい は施 設 」(以 下 本 稿 で は ま とめ て 「児 童 保 護 施 設 」 と表 記)の 数 は1110

に の ぼ っ た1°)。こ の う ち 多 数 を 占 め た の は民 間施 設etablissementsprivesで あ る が 、 公 立 施 設

etablissementspublicsも 少 なか らず 含 まれ て い た 蓋1)。両 者 の数 につ い て は 、 首都 パ リ を含 む セ ー ヌ

県 な ど3つ の 県 を除 い た もの と して 、 前 者 が210、 後 者 が713と い う数 値 が あ げ られ て い る。 な

お セ ー ヌ 県 に 関 して は 、 公 立 施 設 が 約10、 民 間 施 設 が 約140と 推 測 さ れ る'2)。 し たが っ て 、 民 間

施 設 が 児 童 保 護 施 設 の 大 半 を占 め て い た と考 え られ る。 民 問施 設 は さ ら に世 俗 施 設 と修 道 会 系 施
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設とに分 けられるが、前者の数が100に 対 して後者が613と 圧倒的に多 く'3)、児童保護施設は基

本的にカ トリック教会のイニシアティヴによって運営 されたといえる。

児童保護施設は収容児童数が100人 以下の小規模 なものが大半を占めていたが王4)、その名称や

形態はさまざまであった。1881年 調査によれば、施設の約3分 の2が 「孤児院Orphelinat」 の名

称で呼ばれたが、他にも 「 ・・所Refuge」 、「保護施設Asiles」、「作業所Ouvroirs」 な どの名称が

存在 した15)。ただ し後述するように、ここでい う孤児院 とは必ず しも孤児のみを受け入れていた

わけではなかった。

施設の設立時期 については、そのほ とん どが19世 紀 に入ってか らの ものである。表1か らは、

設立数が世紀 を通 じて基本的に増加傾向にあ り、特に1850年 代 に大幅な増加がみられたことが

わかる。 もっとも、設立されてから調査 までの間に閉鎖された施設の存在 も否定できず、世紀初

頭において施設が少なかった と必ずしも断定 はで きない。

施設設立の要因として、1881年 調査は公 的扶助の不備 に対す る人道的反発、 コレラの流行や

戦争、 さらに都市化の影響をあげている16)。しかし世紀後半の施設の大幅な増加 に関 しては、い

わゆる 「子供への配慮」 の浸透17)や、都市 の 「社会問題」に対する人々の意識の高まり、また

この時期が民間団体(結 社)全 般の増大 した時期であった点'8)なども考慮すべ きと思われる。

実際、児童保護施設は一般的に大都市部に多 く設立 された。施設数の多い県を示 した表2で は、

農村部の県 もい くつかみられるが、大半はパ リや リヨン、マルセイユなど大都市部の県が占めて

いる。一般 に児童保護の問題は都市部において深刻であったとされてお り、こうした傾向は当然

ともいえる。

表119世 紀における児童保護施設の設立数の推移(設 立時期がわかるもののみ)

年代 1801-1810年 1811-1820年 1821-1830年 1831-1840年 1841-1850年 1851-1860年 1861-1870年 1871-1880年

施設数 7 24 41 74 73 127 97 79

出典:Enquete,pp.CXCIII-CXCIXよ り作 成(た だ し セ ー ヌ 県 な ど数 県 の 数 値 が 含 ま れ て い な い)。

表2県 ごとの児童保護施設数(上 位10県 に関して)

県名(県 庁所在地) 公立施設 民間施設 不明 合計

セ ー ヌ(パ リ) 10 137 17 164

セ ー ヌ=エ=オ ワ ー ズ(ヴ ェ ル サ イ ユ) 14 36 1 51

マ ン シ ュ(サ ン=ロ) 17 19 0 36

ブ ー シ ュ=デ ュ=ロ ー ヌ(マ ル セ イ ユ) 4 31 0 35

ノ ー ル(リ ー ル) 5 25 2 32

ジ ロ ン ド(ボ ル ドー) 3 25 0 28

ガ ー ル(ニ ー ム) 6 21 0 27

セ ー ヌeア ン フ ェ リ ウ ー ル(ル ア ン) 一 一 24 24

ロ ー ヌ(リ ヨ ン) 0 23 0 23

ソ ンム(ア ミ ア ン) 8 13 0 21

ム ル ト=エ=モ ゼ ル(ナ ン シ ー) 11 10 0 21

出典:Enquete,pp.519-545の 一覧表 の数値 よ り作 成。 ただ しセーヌ県 に関 しては補足 デー

タか らの推 定数値 。 なおセ ーヌ=ア ンフェ リウール県 につ いて は公 立民 間の区別 が不 明。
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ただし、施設の設立が捨て子などの問題の深刻 さに対応 したものであったかどうかについては、

必ず しも明確ではない。1881年 調査のデータか らは施設の収容児童数 と実際の捨 て子や孤児の

数を比較す ることができないが、人口との関係でみるならば、たとえばノール県は当時セーヌ県

に次 ぐ人口密集地帯であり、32の 施設を有 していたが、収容児童数は県の人口160万 人中1200

人あまりに過 ぎなかった。フランス第2の 都市リヨンを含むローヌ県においても、施設の収容児

童数は人口73万 人に対 して1200人 のみであった'9)。収容児童が他県の出身である場合 もみられ

るので2°)、人口との比率はさらに少なかった可能性 もある。いずれにせよ、施設の収容児童数 と

人口との間に明確な対応関係を見出す ことはで きない。

こうした経緯で設立された児童保護施設は、当時の児童保護活動の中でどの程度の割合 を占め

るものだったのか。この点について1881年 調査 は、児童保護施設が引 き受けていた子供の数を

約6万 人 としている。これに対 して若干時期は異なるが、1883年 初頭に公的扶助が引き受 けて

いた捨て子 ・貧困孤児の数は約8万4千 人であった21)。したがって、児童保護施設は児童保護活

動全体の中で少なからず重要な部分を担 っていたといえる。なお、施設数 と同 じく収容児童数に

おいても、民間施設が施設全体の中で圧倒的な比率 を占めていた22)。

ただし注意すべ きは、当時において公的扶助 と慈善事業は往々にして重な り合ってお り、両者

は相互補完関係 にあったという点である。た とえば1881年 調査はい くつかの県について、公的

扶助の管轄下にある子供が児童保護施設 に委託された り、逆に施設の援助 を受けている子供が公

的扶助機関にあずけられるといった事例を紹介 している23)。この ことは、先の比較の結果 に一定

の留保を求めるものであるが、同時に慈善児童保護事業がある意味で公的扶助の管轄領域 にまで

及んでいたことを示す ものといえる。

以上概観 したように、19世 紀のフランスでは、国家政策 としての児童保護 システムが制度化

される一方で、特 に世紀半ば以降、児童保護施設が都市部を中心 に設立 され、児童保護活動全体

において少 なからず重要な位置を占めることになった。次章では、これらの施設の運営実態につ

いて検討する。

II施 設運営の実態

1.子 供の受け入れ 一公的扶助の補完?

1881年 調査 は児童保護施設が受け入れた子供 について、孤児 と捨て子、 さらに貧困家庭の子

供が多かったとしているu)。その中で も特に多かったと考 えられるのは、施設の多 くが 「孤児院」

と称 していたことか らもうかがえるように、孤児である。たとえばセーヌ県では、受 け入れた子

供のカテゴリーがわかる施設のほとんどが孤児 を受け入れていた一方で、捨て子などを受け入れ

る施設はかな り少数であった。似たような傾向は、ノール県やローヌ県といった他の大都市部の

県において も確認することがで きる。

では、なぜ施設は孤児 を重点的に受け入れたのか。この問題 については、当時の博愛主義者や

支配階層の児童問題 に対する考 え方が参照 されなければならない。19世 紀のフランスでは工業

化 ・都市化 の中での民衆層の生活状態が 「社会問題」 として議論を呼んでいたが、支配階層 にと

って捨て子 とはそうした民衆層の生活習慣の乱れ、「悪徳」 の結果であ り、存在 自体が社会秩序

にとって危険なものであった。一方孤児 は、「悪徳」ではなく親の死亡 とい う 「不幸」の結果で

あり、保護す るのに何 ら問題はないとされた。慈善事業は児童保護に関 して捨て子 と孤児 をこの
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ように区別 し、基本的に後者のみ救済するに値する存在 とみなしたのである。以上のような経緯

か ら公的扶助は捨て子、慈善事業は孤児を主 に引 き受けるという、児童保護の役割分担がおこな

われることになった25)。

さらに、捨て子や貧困家庭の子供の受け入れ も公的扶助の補完をなす ものであった。捨て子は

基本的に公的扶助の管轄であったが、12歳 以上の子供は排除されるなど、実際にはさまざまな

理由から受け入れられない子供が存在 した。また貧困児童に関して も、救貧局などによる援助は

十分なものではな く、慈善事業はこうした子供の受け皿 としても機能 していた。

以上のように、慈善児童保護事業はさまざまな側面において公的扶助の補完的機能 を果た して

いたといえる。 しか しここで注意すべ きは、この機能は十分なものではなかったという点である。

その理由としてはまず、施設が子供の受け入れに関 してい くつもの条件を課 していたことがあげ

られる。たとえば多 くの孤児院では、子供は当該市町村、都市、あるいは県 に属 している場合の

み無料で養育された。また修道会系施設はカ トリックの子供のみ受け入れるな ど宗教上の条件 も

存在 し、さらに多 くの場合、受け入れ られるのは嫡出子のみであった。加えて、障害児や 「態度

の悪い、もしくは反抗的な子供enfantsvicieuxouinsoumis」 は一般的に施設から排除 されていた。

特に後者 は孤児院における 「例外」的な存在であった とされる。 したがって、こうした条件 を満

たさず公的扶助にも頼ることのできない子供 は、物乞いや浮浪 といった状況に陥 り、最終的に矯

正施設か監獄にのみ居場所を見出す といった事態が指摘されることになった26)。
一方で、児童保護施設は子供の収容年齢 を自らの方針や都合 に合わせてばらばらに設定 してい

た。たとえば1881年 調査では、慈善精神の さかんな施設では子供 は小 さい うちか ら受け入れら

れ、子供の労働による利益をあてにする施設では収容年齢が可能な限 り遅 く設定されているとの

指摘がみ られる27)。収容年齢の上限について も施設によって違いが存在 したが、大部分の孤児院

では公的扶助 と同 じく12歳 まで とされ、 したがって公的扶助の年齢制限を過 ぎた子供が受け入

れ られる可能性は少なかった28)。そ もそも、施設の多 くが女子施設であ り男子 を受け入れる施設

は少ないとい う、性別による受け入れの不均衡 も存在 した29)。

2.子 供の集団的養育

児童保護施設では、子供は収容されると一般に成年(21歳)ま で保護 された3°)。その間の施設

の役割は、子供 に規則正 しい生活を送 らせ、教育 を施 し、 さらに将来に向けて技能を身につけさ

せることにあり、この点で公的扶助 と基本的に変わるところはなかった。 しか し養育方式に関し

ては、両者の間に著 しい違いがみ られた。すなわち、公的扶助では子供は養育院に収容された後、

里親のもとに個々にあずけられたのに対 して、児童保護施設は通常、施設内で共同生活をさせる

方式 を採用 していた3')。生活 は規則 によって細か く規定 され、一般に12歳 までは初等教育、そ

れ以後は男子については肉体労働、女子は裁縫が中心であった32)。

施設の関係者はこうした集団的方式をおこなうことについて、里親にあずけるよりも子供の養

育上好 ましいという理由をあげている。たとえば南仏アリエージュ県のプロテスタント孤児院の

院長は、捨て子や孤児を里親にあずけることは、ふさわしいあずけ先を見つけ られるならば問題

はないが、実際には里親は労働の搾取のみが 目的で子供をあずかることが多い と述べている。同

じく南仏 オー ド県のある女子孤児院は、私人に子供をあずけることは彼 らから教育を奪い、過酷

な労働 を課すおそれがあるとして、こうした方式 を禁止すべ きとまで主張 している。ただし、彼

らの方針 は必ずしも一致 したものではな く、公的扶助にならって里親に子供 をあずける孤児院も
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存在 した33)。

しか しこうした養育方式 に対 して、知事や県視察官の側からは、施設内での養育は子供を世間

から離れた場所での受動的な生活に慣れさせ、出所後の生活 に支障をきたすとの批判が出 されて

いた。たとえば中部アリエ県の視察官は、孤児院での受動的で単調な生活が しばしば子供の知能

や身体の発展 を阻害すると述べている。またパ リ近郊ウール=エ=ロ ワール県の知事は、子供は

孤児院において規則 と規律 と束縛にしか出会わないと述べている。また西部シャラント=ア ンフ

ェリウール県の知事は、慈善施設の子供は世間の習慣の外で育て られるため、世間を理解できず

社会を憎むようになるとして、施設内での養育の弊害を強調 している。市町村長 もおおむね同じ

立場を取 ってお り、セーヌ=エ=オ ワーズ県では16人 の市町村長が、子供は孤児院より里親 に

あずけるのが好ましいとの意見 を表明 している34)。彼 らは基本的に公的扶助 を擁護する立場にあ

り、主張の信憑性については疑問もあるが、児童保護施設の養育方式にも問題があったことがう

かがえる。

施設での養育について特 に批判の対象となったのは、子供の労働に対する搾取であった。本来

労働は子供の将来に備えての職業訓練 としての意味を持っていたが、児童保護施設の主要な収入

源の一つで もあったため、過剰な労働 を課せ られる場合が存在 した35)。たとえばある知事は内務

大臣宛ての書簡の中で以下のように述べている。

「若い娘に とって、孤児院 とは成人するまで報酬な しで働 く仕事場atelierに 過 ぎません。

[_]彼 女はまだ若いのに[_]自 分が働いて得 た当然の利益を奪われるだけでな く、施設で

の生活 によってしばしば健康 と将来を台無 しにするのです。彼女 らはい くつかの特別な仕事

についてはかな りの技量 を身につけるかもしれませんが、自分の身の回 りの世話 はで きず、

施設を出た時、教育 も経験 も貯金 もなく、あらゆる危険を避けて生 きのびるための戦いの用

意がで きていないのです。」36)

こうした背景には、施設の財政事情が存在 した。施設の財源は人々からの寄付、国家 ・県 ・自

治体からの補助金、子供の養育料などであったが、負債や借金、赤字 を抱 えていた施設 も少なく

な く、子供の労働はこうした状況を補 うために利用された。1881年 調査 によれば、子供 の労働

が支出の3分 の1か ら半分以上 をカバーするといった施設 も存在 した37)。

3.子 供の出所後の状況

子供の出所後の状況 についてまず指摘すべ きは、子供が施設での教育 ・職業訓練を十分 に済ま

せないうちに、親がその労働力を当てにして引き取るケースが存在 したことである。特に女子が

未成年のうちに引 き取 られる場合、その後浮浪 ・物乞い ・売春など、「嘆かわしい」境遇 に陥る

ケースが多かった。たとえば南仏 タルン=エ=ガ ロンヌ県では、若い娘が不品行な母親によって

引き取られることが放蕩を引 き起 こす一因となっていると報告 されている38)。

成年まで施設で養育 された子供 に関 しては、出所後の状況はより良好であったとされる。施設

が彼 らに斡旋 した職業 については断片的なデータしか存在 しないが、い くつかの県に関して、都

市の労働者や奉公人、縫い子、徒弟、事務員等の職業名があげられている。 また農業県の男子孤

児院を出た子供の大多数は、作男domestiquesdeculture、 ぶどう栽培農、車引 きなどとして働 き

に出された。ただし監獄総協会調査では、都市出身の子供が農業 を斡旋された場合、仕事 を嫌っ

て都市に戻 ってくるというケースも報告されている。上記の職業 をみる限 り、施設を出た子供は

主に職人 ・労働者になったと考えられるが、小学校教師や自由業など、さらに上級の職業に就 く
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可能性についても報告 されている39)。

しか し、出所 した子供 に対する支援活動 はきわめて不十分なものであった。たとえば施設が集

中するセーヌ県においてすら、「支援patronageは 子供が出身施設の長に自ら助言を求めに来る場

合にのみ存在する」 といった状況であった4°)。しかしその原因を単純に施設の怠慢などに求める

ことはできない。支援活動 を組織できない背景 には、子供が出所後各地 に散 らばってしまうとい

う状況、また支援に必要な人材を確保できないとい う事情 も存在 した。また積極的な支援 はおこ

なわなくとも、出所 した子供 との良好な関係の維持に努める施設なども存在 した41)。

ちなみに、同様の事態は公的扶助の場合にも起こっている。南東部アン県の知事はこの件に関

して、多 くの県において、被扶助児童enfantsassistes(公 的扶助が引 き受けた捨て子など)は 成

年に達すると 「二度捨て られることになる」 と述べている42)。最近の研究は、公的扶助の子供は

成年に達 した後 もさまざまな形で行政に依存 していたことを指摘 しているが43)、上記の例 は、子

供の社会への定着 という点において、公的扶助が慈善事業 と同様 に十分な ものでなかったことを

示す ものといえる。

皿 公権力との関係

本稿 の冒頭で述べたように、19世 紀末 はフランスの共和政が児童保護の問題に大 きく関与 し

はじめる時期であった。本章ではこの時期における慈善児童保護事業 と公権力 との関係、特に児

童保護政策 との関係 について検討する。

1.行 政による認可 と監視

19世 紀 のフランスにおいていわゆる 「結社 の自由」が存在せず、団体を設立するために行政

の認可が必要であったことはよく知 られているが、慈善施設に関しても同様の制度が存在 した婦。

したがって、児童保護施設 と公権力 との関係 を検討するためには、まず施設の認可状況について

明らかにしてお く必要がある。

1881年 調査 によれば、認可状況がわかる914の 施設のうち、「公益性 を承認 されたreconnus

d'utilitepublique」、すなわち民事上の法人格 を得ていたものは103、 認可を受けていたものは292

であ り、残 りの519は 「何 ら法的地位を有 さないsansaucunesituationlegale」 、すなわち無認可の

施設であった45>。このことは、行政当局が こうした施設を事実上黙認 していたことを意味する。

19世 紀においてこのような施設 ・団体の黙認は珍 しくなかったが46)、パ リ近郊マルヌ県の知事は

その理由として、児童保護施設が公的扶助の 「強力な補助者」であった点 をあげている47)。また、

施設の中には認可や法人格 を受けながら行政当局と何 ら関係 を持たない というケースも多かった
48)

0

行政による監視について も、施設の置かれた立場はさまざまであった。施設の中には設立者の

意志によって県行政の監督下に置かれた り、 また補助金のために市町村の監視に服するものなど

が少なか らず存在 した。またプロテスタン トの施設のように、当局の支持 を得るために自発的に

監視を求めるケースも存在 した。しか し無認可施設の場合、国家による監督をまった く受けてい

ない場合が大半であった。そうした施設は司教や主任司祭の視察を受けている場合が多かったが、

公権力 にとって十分なものではなかった。ちなみにセーヌ=エ=オ ワーズ県の場合、51の 施設

のうち39が 司教区当局や宗教団体の監視下にある一方で、公権力の監視下に置かれていたのは9
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つのみであった49)。

以上のように、19世 紀 の児童保護施設 は、事実上公権力か らかなり自立 した活動 をお こなっ

ていたといえる。 しかし世紀末における児童保護政策の拡大は、そうした両者の関係 に変化をも

たらす ことになった。

2.児 童保護政策と慈善事業

普仏戦争 とパ リ ・コミュー ンの混乱を経 て共和政が確立 した1870年 代か ら1880年 代の時期に

おいて、治安維持と教育の観点か ら、従来の捨て子や孤児以外の子供の保護が問題 となった。な

かでも重要 とされたのが、虐待 を受けた子供の保護であった。しか しこうした子供の施設への受

け入れは孤児などと比べるとかなり少な く、慈善事業がこの問題 に十分に対応 しているとはいえ

なかった。

こうした状況を受けて、為政者は国家の法的措置 による保護 に乗 り出す。その際議論の争点の

ひとつ となったのは、前章で述べたように、子供が児童保護施設で保護 されて も養育期間が終わ

らないうちに親が再び引 き取 りに来て、その結果再び親の悪影響にさらされるとい う、「早期の

引 き取 りretraitpremature」 の問題であった。1881年1月 に議会(上 院)に 提出された児童保護法

案はこれを防 ぐために、親からの子供の監護権gardeの 剥奪を可能にする条項 を提案 した5°)。し

か しこれは施設の活動に対する公権力の介入を意味する ものでもあった。施設関係者はこうした

措置に対 してどのような態度 を示 したのだろうか。

この法案の直後に実施 された1881年 調査では、施設関係者に対 して、「早期の引き取 り」に対

処する法的措置に関する質問がなされた。 しか し全体の約3分 の2が これに回答せず、そのうち

大半は修道会系の女子孤児院であった51)。当時のフランスでは教育政策などをめ ぐって世俗共

和政 とカ トリック教会が激 しく対立 してお り、全体 として修道会系施設が世俗国家の介入に好意

的であった とは考えにくい。では、なぜ彼 らは法的措置に反対 しなかったのか。この点 に関 して

北仏ソンム県の知事 は、施設関係者は 「早期の引き取 り」の有害性 を十分認識 していたが、調査

に協力す ることはできなかった と述べている52)。この説明の信憑性は不明であるが、修道会系施

設が自らの政治的立場と児童保護上の必要 との間で明確 な態度 を打 ち出せなかった可能性 は、否

定で きないように思われる。
一方、回答 した施設の態度 も一致 していたわけではな く、そこには大 きく二つの傾向がみ られ

る。まず、孤児 を主に引 き受ける施設などは、親による引 き取 りが基本的に問題 とならないため

に規制の必要を認めず、むしろ公権力による干渉 として警戒する態度を示 した。ただし、彼 らが

現状維持 を主張 したのは、子供の後見監督権 を引 き受けることに躊躇 した り、あるいはそこに何

らかの不都合を見出していたからで もあった。たとえば南仏アヴェイロン県のある孤児院の院長

は、「後見監督権があればとてもあ りがたいですが、大 きな責任 と困惑が生 じることになるで し

ょう」 と述べている。またリヨン近郊サ ン=テ ティエンヌのある女子施設の責任者は、子供の引

き取 りを禁止する法律 は親を遠 ざけることにならないかとい う不安 を表明している53)。

これに対 して、病院施設や救貧局に付属する孤児院などの施設は、引 き取 りの規制に賛成する

立場 を取った。彼 らは 「早期の引き取 り」 を慈善にとって も子供の教育にとって も害 をなす もの

とみな し、それに対する法的規制を公権力の介入よりもむ しろ 「大いなる善行」として捉 えてい

た。ただし、規制 を決定する機関については、司法当局、行政当局、特別の委員会など、さまざ

まな意見が存在 した54)。
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このように、国家の児童保護政策の拡大に対する児童保護施設の態度は、施設の置かれた状況

によって大 きく異なっていた。 しかし、事業の円滑な運営 という観点か ら 「早期の引 き取 り」に

対 して何 らかの法的措置に頼 らざるを得 ないことは、大方の共通認識であった と考えられる。

では、19世 紀末の児童保護政策 において、慈善事業は どのような位置 を占めることになった

のか。これは政策の性格 を考える際に非常に重要な問題であるが、この問題 をめぐる為政者の態

度については別稿に譲 り、ここでは事業の法的位置 について若干の考察 を加 えておきたい。

前述の児童保護法案は、その後紆余曲折 を経 て1889年 にようや く成立 し55)、虐待 された子供

の親に対 して裁判所が親権の失権d6ch6ancedelapuissancepatemelleを 宣告で きることが規定され

た56)。しかしここで注目すべ きは、慈善事業が国家の児童保護政策の中に明確 に位置付けられた

ことである57)。すなわち、親権の失権によって公的扶助機関が子供の後見監督権を得た場合、子

供を 「他の施設」 に委託できることが定められたのであり、これによって児童保護施設は政策の

実施機関 として法的承認 を得ることとなった58)。それはまた、公的扶助 と慈善事業 との補完関係

の承認 ともいえる。同時に、慈善事業が 「早期の引 き取 り」に対 して、子供の親権の諸権利を行

使できる可能性 も開かれることになった。

さらに1898年 の児童虐待処罰法59)では、児童保護機関として慈善団体institutionchadtableカミ公

的扶助機関に先んじて名前をあげられるに至った6°)。この法律の審議では児童保護団体 に虐待の

訴追権を付与する提案 までなされている61)。この提案 自体は最終的に否決 されるが、こうした動

きは、当時の為政者の児童保護施設に対する信頼を示すものであった62)。

ただ し、慈善事業が児童保護政策の中に位置 を占めることは、改めて公権力の管理下に置かれ

ることを意味 した。たとえば1889年 法では慈善団体associationsdebienfaisanceが 父母の関与なし

で子供を受け入れた場合 にはすみやかに市町村 に届け出ること、 また慈善団体が受け入れた子供

は国家の監視下に置かれることが規定されていた。さらに慈善団体が子供に関する諸権利を行使

する場合でも、知事や公的扶助機関が 「子供の利益」 を名目としてそれ らを剥奪で きるとされた。

こうして、児童保護施設は認可や監視だけでな く、運営そのものについて従来よりも強い統制を

受けることになった。

おわ りに

以上の考察から、 これまであまり注目されてこなかった19世 紀 フランスにおける慈善児童保

護事業の位置付けが、多少な りとも明らかになった と思われる。ラプレージュの指摘するように、

この事業 はさまざまな側面から公的扶助 を補完する役割 を果た しており、両者は相互補完関係に

あった。 そしてそうした有用性 の故 に、公権力からある程度 自立 した存在であ り得た。 しか し、

この事業は一方において、施設の方針の違いや財政事情などか ら運営上さまざまな問題 をかかえ

ていたのであ り、特に世紀後半以降の新たな児童問題に対 して、独力で対応することができなか

った。こうして世紀末 に国家が児童保護政策の拡大に乗 り出すのであるが、そこにおいて も慈善

事業は政策の実施機関として、公的扶助機関と競合あるいは補完関係 を保つ ことになった。ただ

しそれは公権力から自立 した存在 としてではな く、公権力の管理下の存在 としてであった。すな

わち、19世 紀の児童保護における慈善事業の位置付 けは、公的扶助 との 自立的 ・自発的な補完

関係から、いわば上か ら管理された補完関係への移行 として考えることができる。さらに、19

世紀の児童保護の歴史についても、単なる国家の関与の拡大 ・強化 としてではな く、上記のよう
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な公的扶助 と慈善事業 との関係の変化として捉 えられるように思われる。

ところで、冒頭でもふれた ように、フランス第三共和政の子供をめ ぐる政策 としては、初等教

育の国家主導的性格がつ とに指摘 されて きた。すなわち、共和政は1880年 代 に初等教育 をめ ぐ

る諸改革(無 償化 ・義務化 ・非宗教化)に よってカ トリック教会に代わって教育の主導権 を掌握

し、民衆層の体制内統合をお し進めたとされるのである63)。しかし本稿の記述か ら明らかなよう

に、児童保護、すなわち捨て子など何 らかの理由で生育環境 に問題のある子供の教育 ・育成 に関

しては、共和政はむしろ宗教色の強い慈善事業の役割を重視 し、教会 との協力関係のもとで政策

を進めていった64)。児童保護が通常の教育 を受けられない子供 をケアすることによって、教育シ

ステムを補完するものであった と考えるならば、このことは子供政策 を理解する際に少なからず

意味 をもつもの と思われる。

本稿 はきわめて限定的かつ不十分な史料にもとつ く考察であ り、慈善児童保護事業の担い手や

子供の社会階層、施設同士の関係 など、まだ解明すべ き問題 も多い。 さらに19世 紀末以降の事

業の展開 も、20世 紀の児童保護を考 える上で重要である65)。これらについては、今後の課題 とし

なければならない。

[追記]本 稿作成に関 しては、アラン ・フォール(パ リ第10大 学)、 坂下史(東 京女子大学)、 高

村学人(東 京都立大学)、 前田更子(日 本学術振興会)の 各氏 より貴重な助言 ・情報 を頂いた。

末尾なが ら記 して感謝 したい。
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